
単位（円） 

 

※寄附金支出額が、総所得額等の 30％に相当する金額を超える場合には、30％に相当する額が

控除の対象となります。 

寄附金額 

指定都市以外 指定都市 
都道府県+市区町村 

10％ 
都道府県 

4％ 

市区町村 

6％ 

都道府県 

2％ 

市区町村 

8％ 

1 万円 320 480 160 640 800 

5 万円 1,920 2,880 960 3,840 4,800 

10 万円 3,920 5,880 1,960 7,840 9,800 

20 万円 7,920 11,880 3,960 15,840 19,800 

30 万円 11,920 17,880 5,960 23,840 29,800 

50 万円 19,920 29,880 9,960 39,840 49,800 

100 万円 39,920 59,880 19,960 79,840 99,800 

200 万円 79,920 119,880 39,960 159,840 199,800 

300 万円 119,920 179,880 59,960 239,840 299,800 

500 万円 199,920 299,880 99,960 399,840 499,800 


